
～子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置～
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○ 子どもに対する声かけ・つきまとい等が発生した場合
は、行為者の特定に活用した上、警告

○ 性犯罪が発生した場合は、捜査情報として活用
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○ 原則５年以上
○ 性犯罪の前科
が他にもある場
合は１０年以上
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